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人権教育・啓発に関する野田市行動計画（改訂版）（素案）に対する

意見募集の結果について 

 

 

 パブリックコメント手続によって寄せられた意見と市の考え方は、次のとお

りです。 

 

１ 計画等の題名 

  人権教育・啓発に関する野田市行動計画（改訂版）（素案） 

 

２ 意見募集の概要 

 （１）計画等の案の公表日（意見募集期間） 

平成２２年１月５日（火）から平成２２年２月４日（木）まで 

（２）意見募集結果 

①提出者数・意見数       ３人  １８件 

②提出方法      直接持参 ２人  １３件 

           郵送   ０人   ０件 

           ＦＡＸ  ０人   ０件 

           Ｅメール １人   ５件 

③計画等に反映した意見         １３件 

 

３ 意見と市の考え方 

意見の概要と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

全 般 

1  随所に「取組」の表現が

あるが、「取り組み」がふ

さわしいのでは。 

 「とりくみ」を名詞として使用

する場合は、「取組」と表記し、

それ以外の「とりくむ」、「とりく

みます」、「とりくもう」、「とりく

んで」などは、「取り組む」、「取

り組みます」、「取り組もう」、「取

り組んで」の表記に統一します。 

修正有り 

2 「障がい」の表記を国の

障がい者制度改革推進会

議で、「障害」の表記の在

り方の検討結果までは「障

害」表記で良いのでは。 

 国の文化審議会の漢字小委員

会で障害者団体から要望の多い

「碍」の字を常用漢字に追加する

ことが検討されており、追加され

た場合、国の法律名も変更となる

ことから、市の計画等の改訂にお

ける、ひらがな表記を一時見合わ

せ、国の動向を見極めることとし

修正有り 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

ます。 

 従って本計画の表記も「障害」

に戻すこととします。 

第４章 様々な場における人権教育・啓発の施策の推進 

１ 学校 Ｐ10  

3 子供は国の宝です。 

子供の心身の健やかな

体、おだやかでやすらぎの

ある心を育てる為の教育

環境の整備について 

ローリスク・ハイリター

ンな方策を市全体の視点

で取り組んで欲しいもの

があります。 

学校給食の改善で、子供

達は劇的に変化します。な

ぜなら、食べものが身体も

心も作る材料だから食べ

物を正しくすれば、結果は

必ず良い人となって返っ

てきます。〔品行方正・学

力優秀・体力向上は確実で

す。〕 

ご意見は、心を育てるための教

育環境の整備の参考にさせてい

ただきます。 

修正無し 

５ 特定職業従事者 Ｐ15  

4 消防職員は、市民の命、

身体及び財産を火災や災

害から守る事を任務とし、

その活動が市民生活と密

接にかかわっているので、

人権意識の研修が必要で

ある。 

「５ 特定職業従事者」

のなかに、消防職員、消防

団員を加えるべきである。

職員研修は既に実施済であり、

今後もそのように進める方針で

す。 

消防職員は、第４章 ５ 特定

職業従事者（１）地方公務員（市

職員）であり、既に人権に関する

職員研修を実施しております。 

また、消防団員は、非常勤職員

であることから、市民として、人

権意識の向上を図り、あらゆる機

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

会をとおして啓発に努めます。 

したがいまして、素案のままと

します。 

第５章 各人権課題に対する施策の推進 

２ 子ども Ｐ22  

5 「子どもの人権問題と

は、児童虐待、いじめとい

った子どもに対する直接

的な危害のほか、子どもの

心身の健全な成長が妨げ

られることに関する問題

です。」とあるが、これに

加え、こども自身が自分を

大事に思う気持ち、自尊感

情を育てることも重要と

考える。 

現実に年間自殺者の人

数が増えている問題を見

ても、子どもの時からの自

分はかけがえのない存在

だという感情を育ててい

くことは重要であり、これ

を加えるべきではないか。

ご意見を踏まえ、次のとおり文

言を修正します。 

「自分は、かけがえのない大切

な存在である」という感情は、他

の人の人権を尊重することの基

盤となる重要なものです。 

したがいまして、Ｐ24 23行目

から24行目を「子どもが生命の大

切さを理解し、自分を大切にする

とともに他の人の気持ちを思い

やる心を持ち」に修正します。 

修正有り 

５ 同和問題 Ｐ35  

6  「同和問題」について、

昨年は、市役所管内におけ

る差別的発言の投書も有

り、現実には市職員におい

ても、差別意識が解消され

ていないのではないかと

考える。 

市職員の研修や啓発に

ついても、必要と考えるが

どうか。 

既に実施済であり、今後もその

ように進める方針です。 

市職員は、第４章 ５ 特定職

業従事者（１）地方公務員（市職

員）であり、初任者・中級職員研

修などの階層別研修、様々な講演

会などへの参加を行い、人権意識

の向上に努めています。 

したがいまして、素案のままと

します。  

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

7 人権市民意識調査の結

果は他の人権問題なみに

表記してください。 

同調査の問21は良い結

果です。問22、23は結婚問

題に関しては差別意識が

見られるが、前回より改善

されているのですから、パ

ーセントまでを表記して

ください。 

 

ご意見の趣旨を踏まえて、次の

とおり追加修正いたします。 

Ｐ37 ４行目から５行目を「人

権市民意識調査によると、親しく

付き合っている隣近所の人や友

人が「同和地区」出身者であると

わかった時の態度について尋ね

たところ、「これまでと同じよう

に付き合っていく」が88.4％との

回答になっています。 

また、自分が結婚しようとする

相手が「同和地区」出身者である

とわかった時の態度について尋

ねたところ、64.2％が「結婚する」

（「問題にしない」、「意思は変わ

らない」を合わせる）でした。 

前回の調査（平成14（2002）年）

と比較すると多少の増減はある

もののほぼ横ばいの結果となっ

ており、なお差別意識が見られる

ことから」に修正します。 

修正有り 

8 インターネットを使っ

た悪質な差別情報の流布

などの重大な人権問題が

存在しています。と加筆さ

れたい。 

 

インターネットの普及による

悪質な差別情報の流布などは、同

和問題だけではなく他の人権問

題にも関係していることから、Ｐ

42「◎インターネットなどによる

人権侵害」にご指摘の部分を追加

することとし、Ｐ42 ２行目から

５行目を「インターネット上に

は、特定人間の通信手段である電

子メールや不特定多数の者が利

用可能なホームページ・電子掲示

板などがあります。 

利用者に大きな利便性をもた

修正有り 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

らす一方で、その匿名性を利用し

て、他人を誹謗中傷する表現、差

別を助長する表現、悪質な差別情

報の流布など人権にかかわる問

題が発生しています。」に修正し

ます。 

9  えせ同和行為はあまり

強調しないでください。 

（例）さらには同和問題解

決に阻害する「えせ同和行

為」が全国的に横行してお

りその根絶が求められて

います。 

対策は施策の方向の中

に加筆してください。 

Ｐ37 ８行目から12行目を、

「また、同和問題の解決を阻害す

る「えせ同和行為」が全国的に横

行しており、その根絶が求められ

ています。」に修正します。 

対策については、Ｐ37 24行目

の文末に「また、同和問題の解決

を阻害する「えせ同和行為」につ

いては、関係機関、企業などと連

携して排除し、啓発に努めます。」

を追加します。 

修正有り 

10 施策の方向の取組は、次

の３項目に分けてくださ

い。 

◎教育・啓発事業の推進 

学校・地域・企業等あら

ゆる場における教育、啓発

の推進を明記してくださ

い。 

◎福祉会館における活動

の推進を明記してくださ

い。 

相談事業の充実を計っ

てください。 

◎「えせ同和行為」の排除

の推進を明記してくださ

い。 

ご意見の趣旨を踏まえて、次の

とおり追加いたします。 

Ｐ37 20行目の文末に「人権市

民意識調査などの施策を実施し、

あらゆる場における教育・啓発を

推進します。」を、Ｐ37 24行目

文末に「また、同和問題の解決を

阻害する「えせ同和行為」につい

ては、関係機関、企業などと連携

して排除し、啓発に努めます。」

を追加します。 

したがいまして、文言を追加す

ることにより、ご指摘の点につい

ては、施策の推進が図れることか

ら項目を分けずに追加修正とい

たします。 

 

修正有り 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

６ 外国人 Ｐ37  

11  野田市内の工業団地に

は、多くの外国人が働いて

いるが、民族文化への理解

不足やいわれのない偏見

や差別におびえている。 

しかし多くの市民は、外

国人による犯罪を恐れて

いるのが現状である。 

外国人が孤立化しない

ために交流を深めること

こそが重要であるが、市内

でこのような取組を行っ

ているところはまだ少な

く、野田市国際交流協会の

存在は大きい。 

「野田市国際交流協会の

協力を得ながら」とある

が、野田市国際交流協会を

中心とした、より積極的な

表現が相応しいのではな

いか。 

貴重なご意見として受け止め、

今後の取組の参考にさせていた

だきます。 

外国人の文化や生活習慣等を

理解・尊重することは重要と認識

しております。 

しかし、本計画での「◎外国人

への理解と交流」についてのご指

摘の点は、次代を担う世代が、外

国の文化を理解し、尊重する意識

を育てる国際理解教育を国際交

流協会の協力を得ながら進める

というものなので、素案のままと

します。 

 

修正無し 

７ 特定疾病感染者 Ｐ39  

12 ハンセン病に関しては

本市で患者を隔離したは

ずであり、その意味でも、

もう少しこの課題に書き

込んでください。 

ご意見を踏まえ、次のとおり文

言を追加修正します。 

Ｐ39 27行目の文末に「今後も

ハンセン病の正しい知識の普及

啓発に努め、差別や偏見の解消に

向け努力することが求められて

います。」を追加します。 

修正有り 

13 取組の方向性を特定疾

病感染者ではなくハンセ

ン病として１項目掲げて

明記してください。 

Ｐ39 16行目「７ 特定疾病感

染者」では、特定疾病の定義が保

険領域により違うことから「ＨＩ

Ｖ感染者など」に、Ｐ40 ４行目

修正有り 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

「特定疾病感染者」を「ＨＩＶ感

染者など」に、Ｐ40 17行目「特

定疾病問題」を「ＨＩＶやハンセ

ン病などの感染症」に修正しま

す。 

Ｐ40 23行目の文末に「また、

ハンセン病を正しく理解するた

めの講演会などを開催し、正しい

知識の普及に努めます。」を追加

します。 

８ 様々な人権課題など Ｐ40  

14  アイヌの人々について、

人権市民意識調査では「あ

なたの知っている人権問

題はどれですか」の設問で

「アイヌの人々の人権問

題」との回答が5.6％ある

のですから、１項目掲げて

取り上げていただきたい。

ご意見の趣旨を踏まえて、次の

とおり文言を追加します。 

Ｐ43の最後に「◎その他    

これまでに述べてきた人権問題

の他にも「アイヌの人々」などの

問題もあり、正しく理解し人権が

尊重されるよう教育・啓発の推進

に努めます。」を追加します。 

修正有り 

15 インターネットや電子

メールに関し差別を助長

する表現を加えてくださ

い。 

施策で関係機関の連携

と教育啓発活動の推進を

明記してください。 

ご意見の趣旨を踏まえて、次の

とおり文言を修正します。 

Ｐ42 ２行目から５行目を「イ

ンターネット上には、特定人間の

通信手段である電子メールや不

特定多数の者が利用可能なホー

ムページ・電子掲示板などがあり

ます。 

利用者に大きな利便性をもた

らす一方で、その匿名性を利用し

て、他人を誹謗中傷する表現、差

別を助長する表現、悪質な差別情

報の流布など人権にかかわる問

題が発生しています。」に修正し

ます。 

修正有り 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

Ｐ42 18行目を「地域との連携

を図り、合わせて、市民に対して

もインターネットなどを利用す

る際のモラル・ルールなどについ

ての教育・啓発の推進に努めま

す。」に修正します。 

16 水道部の個人情報の漏

えい、福祉部コピーメモ

紙、個人情報の庁外持ち出

し等、不適切な管理がある

にもかかわらず「適切な管

理に努めていきます」で

は、おかしい。 

システムの安全性の確

保と研修等による職員の

意識啓発に努めますなど、

明確な取組の明記を。 

ご意見の趣旨を踏まえて、次の

とおり文言を修正します。 

Ｐ42 20行目を「野田市におい

ては、「個人情報保護条例」に基

づき、今後も個人情報の適切な管

理に努め、システムの安全性の確

保と研修等による職員の啓発に

努めます。」に修正します。 

修正有り 

17 インターネットなどに

よる人権侵害は、現実に目

にすることが多い。 

匿名性に対して、歯止め

が利かないが、削除してい

く事で対応できるのでは

ないかと思われる。 

具体的な削除方法など

が出来ることを付け加え

るべきではないか。 

ご意見の趣旨を踏まえて、次の

とおり文言を追加します。 

Ｐ42 21行目文末に「また、イ

ンターネットによる人権侵害に

対しては、法務局などの関係機関

と連携・協力を図り、適切な対応

に努めます。」を追加します。 

 

修正有り 

その他 

18 市民の健康づくり 

人権を考える前に、市民

の自立を促す施策で外堀

を埋めましょう。 

自分の健康は自分で守

る！寝たきりにしないの

ご意見は、市民の健康づくりの

参考にさせていただきます。 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

だ（野田）！ 

上記スローガンを達成

するには、具体的な指針が

必要です。（日本型食事ピ

ラミッドの活用をすすめ

ます。） 

すべての人が、毎日食べ

る食生活を見直すこと。 

ガンも生活習慣病も、食

の乱れが大きい原因です。

〔正しい食生活〕を啓蒙

している食育指導者の活

用が効果的です。 

まず、ボランティア講師

の活用を試みて、結果を判

定して、今後の方策を練っ

て見てはいかがですか？ 

 


